
  

  

八潮市では、乳児の疾病の早期発見および健康の保持・増進を図ることを目的に、 

令和７年４月１日より１か月児健康診査費用の一部助成を開始しました。 

 

対象の方は、費用の一部助成がありますので、下の図でご確認ください。 

 

 

 

お子さんの生年月日はいつですか？ 

令和７年３月３１日以前 令和７年４月１日以降 

助成対象外 

従来通り、自費で受診 

委託医療機関（※1）以外で受診 委託医療機関（※1）で受診 

1か月児健康診査票（※2）を記入し、 

母子健康手帳とともに医療機関に持参し 

受診してください。 

★１か月児健康診査票を 

委託医療機関窓口に提出することで、

健康診査費用はかかりません。 

※1 委託医療機関については、お問い合わせください。 

※２ 「1か月児健康診査票」は、対象者に個別発送をします。 

届いていない場合は、子ども家庭支援課へお問い合わせください。 

【 対象 】 

令和７年４月１日以降に生まれた乳児のうち、 

原則、出生後２７日を超え、生後６週に達しない乳児 

★受診日当日に八潮市に住民登録がある乳児に限ります。 

① １か月児健康診査票を記入し、母子健康手帳とともに医療機関に

持参し、受診してください。 

★１か月児健康診査票を医療機関に提出し、健康診査票および 

母子健康手帳への結果を記載するよう依頼してください。 

② 受診後、健康診査費用を医療機関窓口にお支払いください。 

★健康診査費用は、医療機関によって異なります。 

③ 受診後、費用助成（償還払い）の手続きを行います。 

★手続きの詳細は、ホームページをご覧ください。 
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